
「（仮称）鎌倉市無電柱化条例」の概要 

 

１ 条例制定の趣旨 

 無電柱化を義務化する路線と区域を指定すること、無電柱化を促進することを目的として「鎌

倉市無電柱化条例」を制定することで、安全かつ円滑な交通の確保、都市の防災機能の向上及び

景観の保全に資することを目指します。 

 

２ 条例の構成と内容 

目的 この条例の制定目的として、電線類を地下に埋設することにより無電柱化を

図ることを規定します。 

定義 条例では用語を次のように定義します。 

電線類 配電のために設置する電線路及び電気通信を行うため

の線路。 

内線 道路以外の土地にある電気通信事業者以外の者が所有

する電線類で、電気通信を行うための機械若しくは器

具相互間のもの。 

開発行為 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第12項に規

定する開発行為。 

道路 市が管理する道路。 

関係事業者 電線類及び内線の設置又は管理を行う事業者。 
 

制限の内容 無電柱化の推進に向け実施する制限について定めます。 

○無電柱化を義務化する路線及び区域の指定（別図）。 

○別図に掲げる路線及び区域において電線類の敷設を要請しようとする者

は、電柱を設置することなく、電線類を地下に埋設することにより必要

となる管路等を整備し、電線類を敷設する者に対し費用を負担しなけれ

ばならない。また、隣接私有地において内線を敷設しようとする者は、

内線を地下に埋設しなければならない。 

○市長は、安全かつ円滑な交通の確保、都市の防災機能の向上及び景観の

保全のために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道

路法第37条第１項の規定による道路の占用の禁止又は制限その他無電柱

化の推進のために必要な措置を講ずる。 

○関係事業者は、社会資本整備重点計画法第２条第２項第１号に掲げる事

業（道路の維持に関するものを除く）又は都市計画法第４条第７項に規

定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施される場合に

は、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにする。ま

た、当該事業の実施と併せて既存電柱又は電線を撤去できるときは、当

該電柱又は電線を撤去する。 



○無電柱化を義務化する路線及び区域以外の路線等において、次のいずれ

かに該当する場合、電線類の敷設を要請しようとする者は、電柱を設置

することなく、電線を地下に埋設することにより敷設されるよう努めな

ければならない。 

  ・敷設する電線類と既設の電線類との接続箇所が既に地下に埋設して

ある場合 

  ・市街化区域において、開発行為をする土地の面積が5,000㎡以上の

場合 

無電柱化の弊

害への対応 

無電柱化の実施によって生じる弊害への対応について定めます。 

○街灯等の設置について 

勧告と公表 本条例の規定に違反、又は違反するおそれがあると認める者に対する勧告と

公表について定めます。 

  



（別図） 
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